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食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品ゞ
添加物等の規格基準の÷部を改正する件について

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令.(平成2 2年厚生労働省令第 7 4 号) 及び食
品、添加物等の規格基準の一部を改正する件-,(平成 2 2年厚生労働省告示第 2 2 2 号) が

‘‐ ‐ ‘ ･ ‘‐ ･ ･- -
本日公布され、 これにより食品衛生法施行規則.(昭和 2 3年厚生省令第 2 3 号。 以下‐｢省
令J という。)‐及び食品、

.添加物等の規格基準 (昭和 3 4 年厚生省告示第 3 7 0 号。 以下
‐ ‐ ･ ‐ '.- - ‐ ‐ ･ ･

.r告示｣ という。
‘) のマ部が改正されたところであるが、 改正の概要等は下記のとおりで

　　 　　 　 　 　 　 　

あるのでしその運用に遺憾のなきょう取り計らわれたい。
･ また、 当該改正の概要等につき、 関係者への‐周知方よろしくお願いする。,

第 1‐ 改正の概要
1 省令関係 .

食品衛生法‐{昭和 2 2 年法律第 2 3 3 号。 以下 ｢法｣ という。) 第 1 0 条の規定に
基づき、 2 - エチルビラジン、ステアロイル乳酸ナトリウム、ソルビン酸カルシウム、
5 ,

･6 , 7 ず 8 - テ トラヒ ドロキノ キサ.リン、 プロピオ ン.アルデヒ ド、 2 - ペ ンタノ

- - ル、 6 ･- -メ チルキノリ ン、 逐 一･メ チル ビラジン、 3 - メ チル - 2‐一ブ タノ ール及びも

2 一メチルブチルアルデヒ ドを省令別,表第 1 に追加すること。
2 ･ 告示関係 ぞ .

法第1 1条第1項の規定に基づき

(1 ) 亜塩素酸ナトリ.ウムの使用基準を改正すること。
･

( 2 -) 2 - エチルビラ ジン、 ステアロイ ル乳酸ナ.トリ ウム、 ソルビン酸カル シウム、
5 , 6 , 7 , 8 - テ トラヒ.ドロキノ キサリ ン、 プロ.ピオ ンアルデヒ ド、 2 ÷ペ ン

･ ‘ ◆ ･ ･ ;‘ ‐‐ - -
タノール、 6 一

,メ チルキノリ ン、 2 - メ チル ビラジン、 3 ーメ チル - ･
2 - ブタノ

ール及び2一′メチルブチルアルデヒドの使用基準及び成分規格を設定すること。~

(3 ) ネオテニムの成分規格を改正することも



第2施行期日  

公布日から施行されるものであること。  

許3 運用上の注葦   

1使用基準臨係■   

（け亜塩素酸ナトリウムの使廟基準中の†かずの土の調味加工品（干しかずのこ及  

び冷凍かずのこを除く。）」が、．「かずめ■この加工品（干しかずの羊及び冷凍かず  
のこを除く。）」に改められ、．塩かずめこへの使用が麗められたこと。  
・・なお、塩かずのこと血長期間の貯蔵を目的として塩に漬け込んだものである  

－こと。   

（2）2－エチルピラジン、5，，6， 
′ 

「  二 ヲ⊥メチル」2十ブタノ⊥ル及び2．－メチルプチルア′レデヒ戸にわいては、「着  
香の目的以外に使用してはならない。」・と．の使用革準か設定されたことから、有  

機溶剤として使用する等の着零の目的以外の使用は認められないこと。．   
（3）．ステアロイル乳酸ナトリウムが滞定された三とから、ステアワイル乳撃カノレシ  

ウム及びス≠アロイル乳酸ナトリウムの使用基準たおいて、土れらを併用する場  
合にあっては、それぞれの使用量の和がステアロイル乳酸カノレシウムとして基準  
値以下セなければならないとされたこと。■ニ   

（4）ソノレビン酸カ■ルシウムが指定されたことから、添御物一般の使用基準の牒の表  

中、ソル豆ン酸及びツルビン酸カリウムの項の第1欄にソ．んでン酸カルシウムが  

追加されたこと。  
’ 
また、安息香酸、安息香酸ナトリウム、■プロピオイ酸、ニプロギオン酸カルシウ  

ム及びプロピオン酸ナトリウキの使用基準中、ソルビン酸等と併用に関する規定  

が改め与れたこと。  
2食品・中の分析法にっ㌧＼て・  

・ネテアロイル乳酸ナトリウム及びゾルビン酸カルシウムの食品中の分析法について  

は、本日付け卑安基発0528第3号厚生労働省医薬食品局食品安全串基垂審査課長嘩知   

を参照されたいこと。   


